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「京都駅乗務員待機室の改善」に関する申し入れ

３月ダイヤ改正以降、短区間巡回行路の運用が開始された。現在、京都駅における乗

務員の待機場所として走行管理班待機室（２階詰所）を指定しているが、職場環境とし

て多くの問題点があり改善が必要であると考える。

よって、下記のとおり申し入れるので早急に協議の場を設定すること。

記

１．京都駅に短区間巡回行路等の乗務員専用の待機室を新設すること。

２．走行管理班待機室（２階詰所）に設置している業務用電話がダイヤル式の黒電話を

使用している。早急にボタン式の新様式の電話に交換すること。

３．走行管理班待機室にテレビを設置すること。

４．走行管理班待機室の床や壁の汚れがひどい。部屋のリニューアルを行うこと。

５．走行管理班待機室にハンガーラックやカバン置き場を設置すること。

以上


